
　（平成２９年告示第143号）
Ｎｏ．1

（１） （２） （３） （４）

　次の写真に示すとおり、
「BASTARD」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「HUGGER」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「G-
DIVE」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「G-
HIGH」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

（５） （６） （７） （８）

　次の写真に示すとおり、「G-
MELT」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「G-
HAVEN」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「GRAVITY　LOVE」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「XTC　
BOOSTER」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（９） （１０） （１１） （１２）

　次の写真に示すとおり、「Sexy　
Moon」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「ACE」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Crocodile」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「Blizzard」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

（１３） （１４） （１５） （１６）

　次の写真に示すとおり、
「REPLAY」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Neverland」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「flying 
 high」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「妄想
MAX」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。
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（１７） （１８） （１９） （２０）

　次の写真に示すとおり、
「SPINNER」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、「SEX 
BOMB」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「PULSE」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「ABEL」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

（２１） （２２） （２３） （２４）

　次の写真に示すとおり、
「Essence」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Bubble」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「Trip 
Zone」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Quick Time」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

（２５） （２６） （２７） （２８）

　次の写真に示すとおり、
「Syrup」と表示のある製品であっ
て、その内容物がゲル状のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Diamond Scull」と表示のある製
品であって、その内容物がゲル
状のもの。

　次の写真に示すとおり、「8」と
表示のある製品であって、その
内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「M」と
表示のある製品であって、その
内容物が植物片のもの。

（２９） （３０） （３１） （３２）

　次の写真に示すとおり、「JET　
STREAM」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Abnormal」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Reset」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Eros」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。
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（３３） （３４） （３５） （３６）

　次の写真に示すとおり、「夜
顔」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「Sex　
Mania」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「H」と
表示のある製品であって、その
内容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、
「การปฏิวติั(革命)」の名称で販売さ

れる製品であって、その内容物
が液体のもの。

（３７） （３８） （３９） （４０）

　次の写真に示すとおり、「悶絶
とろとろ２」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「恍惚
ドロドロ２」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、「คนฝรัง
(白人)」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、「鮫
男」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

（４１） （４２） （４３） （４４）

　次の写真に示すとおり、「淫」と
表示のある製品であって、その
内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「AAA-Z」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「GORDEN　ANTHEM」と表示の
ある製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「Fist　
fuck」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

（４５） （４６） （４７） （４８）

　次の写真に示すとおり、「アナ
潮」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「ヒクヒ
ク拡張」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「雄汁　
Taratara」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、
「เดก็ผูช้าย(少年)」の名称で販売さ

れる製品であって、その内容物
が液体のもの。
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（４９）

　次の写真に示すとおり、「Xmas 
Liquid」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。


